
「広島市水道局牛田高地区ポンプ所で使用する電気」の質疑応答書２ 

                                      令和７年１月２７日    

  一般競争入札参加者各位 

 

                                     広島市水道事業管理者 
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入札説明書10 

 

 

入札説明書11 そ 

の 他 (３) 契約

書（案） 

第１８条 

 

 

入札説明書９ 

(４) 

 

 

 

 

入札附属書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落札結果の公表は総額のみで、単価公表は

なしという認識でよろしいですか。 

 

入札説明書１１その他 (３) に契約手続に

おける交渉の有無は無とありますが，契約

締結にあたっては，契約書（案）第１８条

に記載のとおり，協議可能と考えてよろし

いですか。 

 

郵送で、１回目のみ入札に参加する場合，

２回目の入札書に「辞退」と明記した入札

書の提出が必要ですか。 

 

 

 

入札金額の積算に伴う端数処理について、

以下の認識で相違ありませんか。 

①基本料金，月額（１）欄は力率割引（仕

様書記載の標準力率100%）を適用した積算

後の金額を記載する。 

 

②各月の基本料金と電力量料金の小計

（１）（２）においては、小数点以下第２

位まで保持（小数点以下第３位を四捨五

入）する。 

 

 

 

契約書に以下の文言を追加させていただ

けますか。 

乙（供給者）は、この契約の締結後、乙の

定める電気契約要網・標準料金表に変更が

ある場合、乙は甲（入札実施機関）へ通知

のうえ、変更後の電気契約要綱・標準料金

表に基づき、契約金額を変更することがで

きる。 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。 

 

  

契約書の条文の追加及び変更等、締結に

伴う協議はできませんが、契約書に基づく

協議は可能です。 

 

 

 

２回目以降の入札を辞退する場合は、２

回目の入札書に「辞退」と明記して封筒に

入れ、１回目の入札書を入れた封筒と合わ

せて二重封筒とし、郵送してください。３

回目の入札書の提出は不要です。 

 

① 基本料金の積算について力率割引

を適用するのであれば、それに基づく積算

をしてください。 

 

 

 

② 入札説明書９（３）エ（注）２ただ

し書きに記載しているとおり、各月の基

本料金と電力量料金の合計から割引料金

を控除した合計金額に１円未満の端数が

あるときには、その全部を切り捨てた金

額を記入してください。 

 

条文の追加及び変更はできません。契約

締結後、契約書第１８条第１項に基づく協

議は可能です。 
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入札説明書４ 

（３） 

 

 

 

 

 

 

入札説明書 ９

（11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮に、入札の日以降、落札者との契約締結

が決定するまでの間に、落札者が指名停止

となった場合は、当該入札の扱いはどうな

りますか（成立しますか）。 

成立しない場合、契約ができなくなったこ

とに関し、当該落札者に対する罰則（違約

金の支払い等）はありますか。 

 

供給期間中において燃料費等調整を行わ

ない（燃料費等調整額を請求しない）メニ

ューでの応札は可能でしょうか。 

（上記が可能の場合）現在の入札仕様書で

は、燃料費等調整額を考慮しない料金で落

札者を決定すると規定されております。 

一方で、燃料費等調整制度は各社・各メ

ニューで異なり、ご請求時には事業者ごと

に異なる価格の燃料費等調整額が加算ま

たは減算される（燃料費等調整自体がない

場合もある）ことから、実際のご負担とな

る燃料費等調整額込みの料金では、必ずし

も落札者が最安とならないケースが考え

られます。 

そのため、落札者の決定に当たり、各社

の至近の燃料費等調整額の実績を参照す

る等、燃料費等調整額制度の違いを考感し

ていただけますでしょうか。 

 

 

 

落札決定後、契約の締結までの間に指名

停止の措置を受けたことをもって、当該落

札決定の取消しは行いません。 

 

 

 

 

 

 燃料費等調整の実施については、契約 

書第１０条第３項に記載のとおりであ 

り、燃料費等調整を行わないことは可能 

です。 また、入札価格の算定に当たって

は入札説明書９(１１)に記載のとおり、燃

料費等調整額は入札金額に含みません。 

 

注  この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。            

 

 


